
(57)【要約】
本発明は、水性溶液を人工的紫外線で照射することによって得られる、表面、特に医療機
器の表面を処理するための作用物質に関する。前記水性溶液は、任意的に腐食防止剤、緩
衝剤成分、錯化剤、湿潤剤および／または他の補助物質もしくは活性物質と共に、化学殺
菌剤、特に過酢酸を含有する。種々の滅菌方法も開示される。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
任 意 的 に 腐 食 防 止 剤 、 緩 衝 剤 成 分 、 錯 化 剤 、 湿 潤 剤 お よ び ／ ま た は 他 の 補 助 物 質 も し く は
活 性 物 質 と 共 に 、 化 学 殺 菌 剤 を 含 有 す る 水 性 溶 液 の 人 工 的 Ｕ Ｖ 照 射 に よ っ て 得 ら れ る 医 療
機 器 処 理 用 の 作 用 物 質 。
【 請 求 項 ２ 】
化 学 殺 菌 剤 が 、 任 意 的 に 他 の 補 助 物 質 も し く は 活 性 物 質 お よ び ／ ま た は 水 と 共 に 、 オ ゾ ン
、 二 酸 化 塩 素 、 次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 、 次 亜 塩 素 酸 、 過 酸 化 水 素 、 有 機 過 酸 ま た は 無 機 過
酸 ま た は そ れ ら の 組 合 せ よ り 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 作 用 物 質 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 有 機 過 酸 が 以 下
ａ ） 次 の 一 般 式 Ｉ ：
Ｒ 2 － Ｏ 2 Ｃ － （ Ｃ Ｈ 2 ） x － Ｃ Ｏ 3 Ｈ 　 （ Ｉ ）
［ 式 中 、 Ｒ 2  は 水 素 ま た は １ な い し ４ 炭 素 原 子 数 を 有 す る ア ル キ ル 基 で あ り 、 ｘ は １ な い
し ４ の 数 で あ る 。 ］ の 過 酸 ま た は 過 酸 の 塩 、 お よ び ／ ま た は
ｂ ） 過 カ ル ボ ン 酸 部 分 が １ な い し １ ８ 炭 素 原 子 数 を 有 す る フ タ ル イ ミ ド 過 カ ル ボ ン 酸 II、
お よ び ／ ま た は
ｃ ） 次 の 式 III：
Ｒ 1 － Ｃ Ｏ 3 Ｈ 　 （ III）
［ 式 中 、 Ｒ 1  は １ な い し １ ８ 炭 素 原 子 数 を 有 す る ア ル キ ル 基 ま た は ア ル ケ ニ ル 基 で あ る 。
］ の 化 合 物 、
よ り 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 作 用 物 質 。
【 請 求 項 ４ 】
ａ ） 存 在 す る 一 般 式 Ｉ の 過 酸 が 、 Ｒ 2  が 水 素 ま た は メ チ ル 基 で あ る 過 酸 で あ り 、 お よ び ／
ま た は
ｂ ） 存 在 す る 過 酸 が 、 過 カ ル ボ ン 酸 部 分 が １ な い し ８ 炭 素 原 子 数 を 有 す る フ タ ル イ ミ ド 過
カ ル ボ ン 酸 で あ り 、 お よ び ／ ま た は
ｃ ） 存 在 す る 一 般 式 III の 過 酸 が 、 １ な い し １ ２ 炭 素 原 子 数 を 有 す る ア ル キ ル 基 ま た は ア
ル ケ ニ ル 基 を も っ た 過 酸 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 作 用 物 質 。
【 請 求 項 ５ 】
存 在 す る 過 酸 が 、 過 酢 酸 、 過 プ ロ ピ オ ン 酸 、 過 オ ク タ ン 酸 、 フ タ ル イ ミ ド 過 ヘ キ サ ン 酸 、
フ タ ル イ ミ ド 過 オ ク タ ン 酸 、 過 コ ハ ク 酸 、 過 コ ハ ク 酸 モ ノ メ チ ル 、 過 グ ル タ ル 酸 、 過 グ ル
タ ル 酸 モ ノ メ チ ル 、 過 ア ジ ピ ン 酸 、 過 ア ジ ピ ン 酸 モ ノ メ チ ル 、 過 コ ハ ク 酸 お よ び 過 コ ハ ク
酸 モ ノ メ チ ル よ り 選 択 さ れ る １ 種 以 上 の 化 合 物 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ４ に 記 載
の 作 用 物 質 。
【 請 求 項 ６ 】
存 在 す る 過 酸 が 過 酢 酸 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 作 用 物 質 。
【 請 求 項 ７ 】
Ｕ Ｖ 照 射 に よ っ て 処 理 さ れ る 溶 液 が 非 分 解 性 成 分 を 含 ま な い こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １
な い し 請 求 項 ６ の い ず れ か に 記 載 の 作 用 物 質 。
【 請 求 項 ８ 】
Ｕ Ｖ 照 射 に よ っ て 処 理 さ れ る 溶 液 が 、 全 溶 液 を 基 準 と し て 、 ０ ． ０ ０ ０ １ な い し １ 重 量 ％
の 殺 菌 剤 を 含 有 す る 、 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ７ の い ず れ か に 記 載 の 作 用 物 質 。
【 請 求 項 ９ 】
Ｕ Ｖ 照 射 に よ っ て 処 理 さ れ る 溶 液 が 、 全 溶 液 を 基 準 と し て 、 ０ ． ０ ０ ０ ２ な い し ０ ． ０ １
重 量 ％ の 殺 菌 剤 を 含 有 す る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の 作 用 物 質 。
【 請 求 項 １ ０ 】
医 療 機 器 の 微 生 物 学 的 に 汚 染 さ れ た 表 面 の 滅 菌 処 理 方 法 で あ っ て 、 当 該 医 療 機 器 の 表 面 を
、 任 意 的 に 洗 浄 工 程 の 後 に 、 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ９ の い ず れ か に 記 載 の 作 用 物 質 と 接 触
さ せ 、 次 に 無 菌 水 を 用 い て 濯 ぐ 方 法 。
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【 請 求 項 １ １ 】
無 菌 水 を 用 い た 濯 ぎ を 行 わ な い 、 医 療 機 器 の 微 生 物 学 的 に 汚 染 さ れ た 表 面 の 滅 菌 処 理 方 法
で あ っ て 、
ａ ） 任 意 的 に 腐 食 防 止 剤 、 緩 衝 剤 成 分 、 錯 化 剤 、 湿 潤 剤 お よ び ／ ま た は 他 の 補 助 物 質 も し
く は 活 性 物 質 と 共 に 、 化 学 滅 菌 剤 の 水 性 溶 液 を 供 給 し 、
ｂ ） 当 該 汚 染 さ れ た 医 療 機 器 の 表 面 を ａ ） に よ る 溶 液 で 除 染 し 、 次 に
ｃ ） 当 該 汚 染 さ れ た 医 療 機 器 の 表 面 を 、 非 分 解 性 成 分 を 含 ま な い 液 状 化 学 殺 菌 剤 の 他 の 水
性 溶 液 で 処 理 す る 方 法 に お い て 、 用 い ら れ る 他 の 水 性 溶 液 ｃ ） が 請 求 項 ７ に 記 載 の 作 用 物
質 で あ る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
純 粋 な 無 菌 水 を 用 い た 濯 ぎ を 行 わ な い 、 医 療 機 器 の 微 生 物 学 的 に 汚 染 さ れ た 表 面 の 滅 菌 処
理 方 法 で あ っ て 、
ａ ） 当 該 汚 染 さ れ た 医 療 機 器 の 表 面 を 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ９ の い ず れ か に 記 載 の 第 １ の
作 用 物 質 で 除 染 し 、 次 に
ｂ ） 当 該 汚 染 さ れ た 医 療 機 器 の 表 面 を 請 求 項 ７ に 記 載 の 他 の 作 用 物 質 で 処 理 す る 方 法 に お
い て 、 上 記 他 の 作 用 物 質 中 の 殺 菌 剤 の 割 合 が 上 記 第 １ の 作 用 物 質 中 の 殺 菌 剤 の 割 合 よ り も
低 い 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
上 記 他 の 作 用 物 質 中 の 殺 菌 剤 の 割 合 は 、 Ｕ Ｖ 光 の 追 加 的 使 用 を 行 わ な け れ ば 、 前 記 割 合 が
、 時 間 お よ び 温 度 の よ う な 選 択 さ れ る 処 理 条 件 下 で 病 原 性 細 菌 の あ る 一 定 の 群 、 例 え ば ミ
コ バ ク テ リ ア ま た は 胞 子 を 破 壊 す る の に 不 充 分 で あ る よ う に 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
任 意 的 に 純 粋 な 無 菌 水 を 用 い な い 、 医 療 機 器 の 滅 菌 処 理 シ ス テ ム で あ っ て 、
ａ ） Ｕ Ｖ 光 源 、
ｂ ） 任 意 的 に 他 の 補 助 物 質 も し く は 活 性 物 質 お よ び ／ ま た は 水 と 共 に 、 オ ゾ ン 、 二 酸 化 塩
素 、 次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 、 次 亜 塩 素 酸 、 過 酸 化 水 素 、 有 機 過 酸 ま た は 無 機 過 酸 ま た は そ
れ ら の 組 合 せ よ り 選 択 さ れ る 化 学 滅 菌 剤 、 お よ び 任 意 的 に
ｃ ） 腐 食 防 止 剤 お よ び ／ ま た は
ｄ ） 緩 衝 剤 成 分 お よ び ／ ま た は
ｅ ） 錯 化 剤 お よ び ／ ま た は
ｆ ） 湿 潤 剤 お よ び ／ ま た は
ｇ ） 他 の 補 助 物 質 も し く は 活 性 物 質
を 含 む シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
本 発 明 は 、 殺 菌 剤 溶 液 の 人 工 的 Ｕ Ｖ 照 射 に よ っ て 得 ら れ る 医 療 機 器 処 理 用 の 作 用 物 質 、 お
よ び 無 菌 水 濯 ぎ を 用 い る 及 び 無 菌 水 濯 ぎ を 用 い な い 医 療 機 器 の 滅 菌 処 理 方 法 に 関 す る 。 本
発 明 は さ ら に Ｕ Ｖ 光 源 お よ び 殺 菌 剤 か ら 成 る 医 療 機 器 の 滅 菌 処 理 シ ス テ ム に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
US 4,731,222お よ び US 4,992,706は 液 状 殺 菌 剤 を 用 い て 医 療 機 器 の 滅 菌 を 扱 っ て い る 。 こ
の プ ロ セ ス で は 、 医 療 機 器 が 、 例 え ば 水 道 水 の 無 菌 フ ィ ル タ ー を 通 じ た 濾 過 に よ っ て 生 じ
る 無 菌 水 に よ り 、 殺 菌 剤 残 留 物 が 無 く な る ま で 濯 が れ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
US 6,103,189は 、 非 分 解 性 成 分 の 無 い 滅 菌 溶 液 を 用 い た 濯 ぎ に よ り 、 濯 ぎ 用 水 と し て の 無
菌 水 を 省 略 す る 方 法 を 開 示 し て い る 。 第 ５ 欄 第 １ ６ ～ １ ８ 行 の 実 施 例 に よ れ ば 、 用 い ら れ
る 水 道 水 の 滅 菌 を 達 成 す る よ う に 諸 条 件 が 選 択 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
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医 療 機 器 の 滅 菌 処 理 方 法 の 技 術 水 準 は 、 実 質 的 に 化 学 殺 菌 剤 を 使 用 し て 関 連 す る 微 生 物 を
破 壊 す る も の で あ る 。 こ れ ら 公 知 の 技 術 の 不 利 な 点 は 、 満 足 の い く 効 力 を 得 る た め に 必 要
な 殺 菌 剤 の 量 お よ び 必 要 な 時 間 に 付 随 し て 高 い 費 用 が か か る 場 合 が あ る こ と で あ る 。 医 療
機 器 の 滅 菌 処 理 か 又 は 濯 ぎ 用 液 の 調 整 に 用 い ら れ る こ れ ら の 大 量 の 殺 菌 剤 は 、 深 刻 な 問 題
を 生 じ さ せ る 。 医 療 機 器 の 表 面 に 残 留 す る 殺 菌 剤 の 量 が 多 い ほ ど 、 そ の 後 に 該 医 療 機 器 を
使 用 す る 患 者 と の 接 触 に 持 ち 込 ま れ る 殺 菌 剤 の 量 も 多 く な る 。 他 方 、 使 用 さ れ る 量 を 任 意
的 に 減 少 さ せ る こ と は 、 本 発 明 の 実 施 例 に も 示 さ れ る よ う に 、 重 要 な 細 菌 ス ペ ク ト ル に 対
す る 作 用 に 隙 間 が 発 生 し 得 る し 、 そ の よ う な 隙 間 は 特 に 医 療 部 門 で は 実 際 に 許 容 不 可 能 で
あ る の で 、 で き な い 。
【 発 明 の 開 示 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
従 っ て 本 発 明 の 目 的 は 、 関 連 す る 細 菌 に 対 す る 充 分 な 効 力 を 依 然 と し て 達 成 し な が ら 、 滅
菌 処 理 に 必 要 な 化 学 殺 菌 剤 の 量 、 特 に 処 理 の 完 了 後 に 医 療 機 器 に 残 留 す る 化 学 殺 菌 剤 の 量
を 減 少 さ せ る た め の 作 用 物 質 、 方 法 お よ び シ ス テ ム に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
従 っ て 、 本 発 明 は 、 任 意 的 に 腐 食 防 止 剤 、 緩 衝 剤 成 分 、 錯 化 剤 、 湿 潤 剤 お よ び ／ ま た は 他
の 補 助 物 質 も し く は 活 性 物 質 と 共 に 、 化 学 殺 菌 剤 を 含 有 す る 水 性 溶 液 の 人 工 的 Ｕ Ｖ 照 射 に
よ っ て 得 ら れ る 医 療 機 器 処 理 用 の 作 用 物 質 を 提 供 す る も の で あ り 、 こ の 化 学 殺 菌 剤 は 、 任
意 的 に 他 の 補 助 物 質 も し く は 活 性 物 質 お よ び ／ ま た は 水 と 共 に 、 オ ゾ ン 、 二 酸 化 塩 素 、 次
亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 、 次 亜 塩 素 酸 、 過 酸 化 水 素 、 有 機 過 酸 ま た は 無 機 過 酸 ま た は そ れ ら の
組 合 せ よ り 選 択 さ れ る こ と が 好 ま し い 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
本 発 明 に よ り 特 に 好 ま し い 作 用 物 質 は 、 前 記 有 機 過 酸 が 以 下
ａ ） 次 の 一 般 式 Ｉ ：
Ｒ 2 － Ｏ 2 Ｃ － （ Ｃ Ｈ 2 ） x － Ｃ Ｏ 3 Ｈ 　 （ Ｉ ）
［ 式 中 、 Ｒ 2  は 水 素 ま た は １ な い し ４ 炭 素 原 子 数 を 有 す る ア ル キ ル 基 で あ り 、 ｘ は １ な い
し ４ の 数 で あ る 。 ］ の 過 酸 ま た は 過 酸 の 塩 、 お よ び ／ ま た は
ｂ ） 過 カ ル ボ ン 酸 部 分 が １ な い し １ ８ 炭 素 原 子 数 を 有 す る フ タ ル イ ミ ド 過 カ ル ボ ン 酸 II、
お よ び ／ ま た は
ｃ ） 次 の 式 III：
Ｒ 1 － Ｃ Ｏ 3 Ｈ 　 （ III）
［ 式 中 、 Ｒ 1  は １ な い し １ ８ 炭 素 原 子 数 を 有 す る ア ル キ ル 基 ま た は ア ル ケ ニ ル 基 で あ る 。
］ の 化 合 物 、
よ り 選 択 さ れ る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
本 発 明 に よ り 非 常 に 特 に 好 ま し い 作 用 物 質 は 、
ａ ） 存 在 す る 一 般 式 Ｉ の 過 酸 が 、 Ｒ 2  が 水 素 ま た は メ チ ル 基 で あ る 過 酸 で あ り 、 お よ び ／
ま た は
ｂ ） 存 在 す る 過 酸 が 、 過 カ ル ボ ン 酸 部 分 が １ な い し ８ 炭 素 原 子 数 を 有 す る フ タ ル イ ミ ド 過
カ ル ボ ン 酸 で あ り 、 お よ び ／ ま た は
ｃ ） 存 在 す る 一 般 式 III の 過 酸 が 、 １ な い し １ ２ 炭 素 原 子 数 を 有 す る ア ル キ ル 基 ま た は ア
ル ケ ニ ル 基 を も っ た 過 酸 で あ る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 発 明 の 非 常 に 特 に 好 ま し い 実 施 態 様 に お い て 、 本 発 明 に よ る 作 用 物 質 中 の 過 酸 が 、 過 酢
酸 、 過 プ ロ ピ オ ン 酸 、 過 オ ク タ ン 酸 、 フ タ ル イ ミ ド 過 ヘ キ サ ン 酸 、 フ タ ル イ ミ ド 過 オ ク タ
ン 酸 、 過 コ ハ ク 酸 、 過 コ ハ ク 酸 モ ノ メ チ ル 、 過 グ ル タ ル 酸 、 過 グ ル タ ル 酸 モ ノ メ チ ル 、 過
ア ジ ピ ン 酸 、 過 ア ジ ピ ン 酸 モ ノ メ チ ル 、 過 コ ハ ク 酸 お よ び 過 コ ハ ク 酸 モ ノ メ チ ル よ り 選 択
さ れ る １ 種 以 上 の 化 合 物 で あ り 、 こ の 化 合 物 の 選 択 の 中 で 過 酢 酸 が 好 ま し い 。 本 発 明 に よ
る 作 用 物 質 が 最 終 濯 ぎ 工 程 で の 使 用 を 意 図 さ れ な い 場 合 に は 、 ８ な い し １ ２ 炭 素 原 子 数 を
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有 す る 脂 肪 酸 お よ び ／ ま た は 以 下 の Ｃ 8 -Ｃ 1 8 － ア ル キ ル 硫 酸 塩 、 Ｃ 8 -Ｃ 1 8 － ア ル キ ル エ ー
テ ル 硫 酸 塩 、 Ｃ 8 -Ｃ 1 8 － ア ル カ ン ス ル ホ ン 酸 塩 、 Ｃ 8 -Ｃ 1 8 － α － オ レ フ ィ ン ス ル ホ ン 酸 塩
、 ス ル ホ ン 化 Ｃ 8 -Ｃ 1 8 － 脂 肪 酸 、 Ｃ 8 -Ｃ 1 8 － ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 塩 、 モ ノ -お よ
び ジ -Ｃ 1 -Ｃ 1 2 － ア ル キ ル ス ル ホ コ ハ ク 酸 塩 、 Ｃ 8 -Ｃ 1 8 － ア ル キ ル ポ リ グ リ コ ー ル エ ー テ
ル カ ル ボ ン 酸 塩 、 Ｃ 8 -Ｃ 1 8 － Ｎ － ア シ ル タ ウ リ ド 、 Ｃ 8 -Ｃ 1 8 － Ｎ － サ ル コ シ ネ ー ト 、 Ｃ 8 -
Ｃ 1 8 － ア ル キ ル イ セ チ オ ネ ー ト お よ び 上 記 の 混 合 物 よ り 選 択 さ れ る ア ニ オ ン 性 界 面 活 性 剤
も 含 有 す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
溶 液 中 に 含 有 さ れ る 前 記 殺 菌 剤 の 分 解 生 成 物 お よ び 水 は 別 と し て 、 非 分 解 性 成 分 を 含 ま な
い 溶 液 の Ｕ Ｖ 照 射 に よ っ て 本 発 明 に よ る 作 用 物 質 を 得 る こ と も 好 ま し い 。 本 発 明 に 関 し て
、 該 作 用 物 質 の 成 分 は 、 意 図 的 に 添 加 さ れ る も の で あ り 、 記 載 の 条 件 下 で 安 定 な 状 態 を 保
つ も の を 意 味 す る と し て 理 解 さ れ る べ き で あ る 。 従 っ て 、 意 図 せ ず に 添 加 さ れ る 成 分 、 例
え ば 水 道 水 を 使 用 す る と き に 該 作 用 物 質 に 入 る 塩 類 は 、 こ の 文 脈 で は 考 慮 さ れ る べ き で な
い 。 非 分 解 性 成 分 は 、 実 質 的 な 時 間 、 例 え ば １ 日 ま た は １ 週 間 の 経 過 後 で あ っ て も 、 当 初
の 濃 度 で 依 然 と し て 存 在 す る 。 こ れ に 対 し て 、 本 発 明 に よ れ ば 、 例 え ば 不 均 化 ま た は そ の
酸 化 的 特 性 の た め に 徐 々 に 分 解 し て 、 そ の 切 断 生 成 物 が 当 初 の 物 質 よ り も 低 い 抗 微 生 物 性
も し く は 低 い 毒 性 で あ る か 又 は 少 な く と も 充 分 に 不 安 定 で あ っ て 他 の 成 分 と 迅 速 に 反 応 し
て 当 初 の 物 質 よ り も 低 い 抗 微 生 物 性 も し く は 低 い 毒 性 で あ る 分 解 生 成 物 を 与 え る 物 質 が 存
在 す る 。 非 分 解 性 成 分 を 含 ま な い 作 用 物 質 ま た は 溶 液 を 本 発 明 の 構 成 内 で 言 及 す る 場 合 に
は 、 こ れ ら は 前 記 作 用 物 質 ま た は 溶 液 中 に 含 有 さ れ る 殺 菌 剤 の 分 解 生 成 物 お よ び 水 を 基 本
的 に は 排 除 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
本 発 明 に よ る 作 用 物 質 の 一 つ の 好 ま し い 実 施 態 様 に お い て 、 Ｕ Ｖ 照 射 に よ っ て 処 理 さ れ る
溶 液 は 、 全 溶 液 を 基 準 と し て 、 ０ ． ０ ０ ０ １ な い し ０ ． ２ 重 量 ％ の 殺 菌 剤 を 含 有 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
非 分 解 性 成 分 を 含 ま な い 本 発 明 に よ る 作 用 物 質 の 特 別 の 実 施 態 様 を 用 い る 場 合 に は 、 Ｕ Ｖ
照 射 に よ っ て 処 理 さ れ る 溶 液 は 、 全 溶 液 を 基 準 と し て 、 好 ま し く は ０ ． ０ ０ ０ ２ な い し ０
． ０ １ 重 量 ％ 、 特 に 好 ま し く は ０ ． ０ ０ １ な い し ０ ． ０ ０ ５ 重 量 ％ 、 そ し て 非 常 に 特 に 好
ま し く は ０ ． ０ ３ 重 量 ％ 以 下 の 殺 菌 剤 を 含 有 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
本 発 明 は 、 医 療 機 器 の 微 生 物 学 的 に 汚 染 さ れ た 表 面 の 滅 菌 処 理 方 法 で あ っ て 、 当 該 医 療 機
器 の 表 面 を 、 任 意 的 に 洗 浄 工 程 の 後 に 、 本 発 明 に よ る 作 用 物 質 と 接 触 さ せ 、 次 に 無 菌 水 を
用 い て 濯 ぐ 方 法 も 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
本 発 明 は 、 無 菌 水 を 用 い た 濯 ぎ を 行 わ な い 医 療 機 器 の 微 生 物 学 的 に 汚 染 さ れ た 表 面 の 滅 菌
処 理 方 法 で あ っ て 、
ａ ） 任 意 的 に 腐 食 防 止 剤 、 緩 衝 剤 成 分 、 錯 化 剤 、 湿 潤 剤 お よ び ／ ま た は 他 の 補 助 物 質 も し
く は 活 性 物 質 と 共 に 、 化 学 殺 菌 剤 の 水 性 溶 液 を 供 給 し 、
ｂ ） 当 該 汚 染 さ れ た 医 療 機 器 の 表 面 を ａ ） に よ る 溶 液 で 除 染 し 、 次 に
ｃ ） 当 該 汚 染 さ れ た 医 療 機 器 の 表 面 を 、 非 分 解 性 成 分 を 含 ま な い 液 状 化 学 殺 菌 剤 の 他 の 水
性 溶 液 で 処 理 す る 方 法 に お い て 、 用 い ら れ る 上 記 他 の 水 性 溶 液 が 本 発 明 に よ る 作 用 物 質 の
実 施 態 様 で あ る こ と を 特 徴 と し 、 好 ま し く は 該 作 用 物 質 の 調 製 の た め に 処 理 さ れ る 溶 液 中
に 存 在 す る 殺 菌 剤 の 割 合 が 全 溶 液 を 基 準 と し て ０ ． ０ ０ ２ な い し ０ ． ０ １ 重 量 ％ で あ る こ
と を 条 件 と す る 方 法 も 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
本 発 明 は 、 純 粋 な 無 菌 水 を 用 い た 濯 ぎ を 行 わ な い 、 医 療 機 器 の 微 生 物 学 的 に 汚 染 さ れ た 表
面 の 滅 菌 処 理 方 法 で あ っ て 、
ａ ） 当 該 汚 染 さ れ た 医 療 機 器 の 表 面 を 本 発 明 に よ る 第 １ の 作 用 物 質 で 除 染 し 、 次 に
ｂ ） 当 該 汚 染 さ れ た 医 療 機 器 の 表 面 を 本 発 明 に よ る 他 の 作 用 物 質 で 処 理 す る 方 法 に お い て
、 本 発 明 に よ る 上 記 他 の 作 用 物 質 中 の 殺 菌 剤 の 割 合 が 本 発 明 に よ る 上 記 第 １ の 作 用 物 質 中
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の 殺 菌 剤 の 割 合 よ り も 低 い 方 法 も 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
特 に 好 ま し く は 、 上 記 他 の 作 用 物 質 中 の 殺 菌 剤 の 割 合 は 、 Ｕ Ｖ 光 の 追 加 的 使 用 を 行 わ な け
れ ば 、 前 記 割 合 が 、 時 間 お よ び 温 度 の よ う な 選 択 さ れ る 処 理 条 件 下 で 病 原 性 細 菌 の あ る 一
定 の 群 、 例 え ば ミ コ バ ク テ リ ア ま た は 胞 子 を 破 壊 す る の に 不 充 分 で あ る よ う に 選 択 さ れ る
。
【 ０ ０ １ ７ 】
本 発 明 は 、 任 意 的 に 純 粋 な 無 菌 水 を 用 い な い 、 医 療 機 器 の 滅 菌 処 理 シ ス テ ム で あ っ て 、
ａ ） Ｕ Ｖ 光 源 、
ｂ ） 任 意 的 に 他 の 補 助 物 質 も し く は 活 性 物 質 お よ び ／ ま た は 水 と 共 に 、 オ ゾ ン 、 二 酸 化 塩
素 、 次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 、 次 亜 塩 素 酸 、 過 酸 化 水 素 、 有 機 過 酸 ま た は 無 機 過 酸 ま た は そ
れ ら の 組 合 せ よ り 選 択 さ れ る 化 学 殺 菌 剤 、 お よ び 任 意 的 に
ｃ ） 腐 食 防 止 剤 お よ び ／ ま た は
ｄ ） 緩 衝 剤 成 分 お よ び ／ ま た は
ｅ ） 錯 化 剤 お よ び ／ ま た は
ｆ ） 湿 潤 剤 お よ び ／ ま た は
ｇ ） 他 の 補 助 物 質 も し く は 活 性 物 質
を 含 む シ ス テ ム も 提 供 す る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ １ ８ 】
手 順 ：
本 発 明 の 構 成 内 で 、 殺 菌 剤 溶 液 Ｄ Ｅ Ｓ １ す な わ ち 以 下 の 配 合 ： ６ １ ． １ 重 量 ％ の 脱 イ オ ン
水 、 ２ ８ ． ７ 重 量 ％ の 過 酸 化 水 素 お よ び １ ０ ． ２ 重 量 ％ の 酢 酸 の 混 合 物 を 用 い て 、 微 生 物
学 的 試 験 を 行 っ た 。 そ の 結 果 生 じ た Ｄ Ｅ Ｓ １ 中 の 過 酢 酸 の 割 合 は 、 全 Ｄ Ｅ Ｓ １ を 基 準 と し
て ４ ． ５ 重 量 ％ で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
実 験 の た め に 用 い た 試 験 細 菌 は 、 緑 膿 菌 シ ュ ー ド モ ナ ス ・ ア エ ル ギ ノ ー ザ （ Pseudomonas 
aeruginosa） (DSM 939） お よ び 枯 草 菌 バ シ ラ ス ・ サ チ ル ス (Bacillus subtilis） (ATCC 66
33） 、 胞 子 懸 濁 液 で あ っ た 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
用 い ら れ る 水 は 、 以 下 の 濃 度 の 試 験 微 生 物 で 汚 染 し た ：
シ ュ ー ド モ ナ ス ・ ア エ ル ギ ノ ー ザ 　 約 １ ０ 4  ～ １ ０ 5  Ｃ Ｆ Ｕ ／ ｍ ｌ
バ シ ラ ス ・ サ チ ル ス 　 　 　 　 　 　 　 約 １ ０ 3  ～ １ ０ 4  Ｃ Ｆ Ｕ ／ ｍ ｌ
【 ０ ０ ２ １ 】
水 を 前 記 細 菌 種 の 一 方 の み で 汚 染 し た 場 合 に は 、 こ れ を 以 下 で 明 確 に 記 載 し た 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
Ｕ Ｖ 装 置 の ス イ ッ チ を 入 れ 、 加 熱 し て （ 誘 導 時 間 ： ３ ０ 分 ） 、 最 初 に Ｄ Ｅ Ｓ １ を 含 有 し な
い 汚 染 水 を 用 い て 実 験 を 行 い 、 次 に 一 の 実 験 の 溶 液 が 約 ３ ０ ｐ ｐ ｍ お よ び 他 の 実 験 の 溶 液
が 約 １ ０ ｐ ｐ ｍ の 過 酢 酸 を 含 有 す る よ う な 量 で Ｄ Ｅ Ｓ １ を 含 有 す る 汚 染 水 を 用 い て そ れ ぞ
れ 実 験 を 行 っ た 。 各 実 験 後 に 装 置 を 水 で 濯 ぎ 、 殺 菌 し て 、 残 留 試 験 細 菌 が 次 の 実 験 の 結 果
を 歪 め な い よ う に し た 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
用 い ら れ る Ｕ Ｖ 装 置 は 、 流 通 （ flow-through） 法 に よ る 液 体 の 殺 菌 に 適 し た Ｕ Ｖ 装 置 で あ
り 、 人 工 的 Ｕ Ｖ － Ｃ 照 射 が 低 圧 水 銀 蒸 気 ラ ン プ に よ っ て 生 じ る 。 Ｕ Ｖ ラ ン プ か ら の 全 照 射
の 約 ８ ０ ％ が 波 長 ２ ５ ４ ｎ ｍ で あ る （ Ｄ Ｎ Ａ の 吸 収 曲 線 は ２ ６ ０ ｎ ｍ に 極 大 を 示 す ） 。 前
記 Ｕ Ｖ 装 置 の 出 力 は ６ ４ ０ な い し ８ ０ ０ ｌ ／ ｈ で あ る の が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
実 際 の 過 酢 酸 濃 度 は 電 流 法 を 用 い て 正 規 サ ン プ リ ン グ を す る こ と に よ り 決 定 し た 。 こ の 実
際 の 過 酢 酸 濃 度 を 表 １ と 表 ２ の ブ ラ ケ ッ ト に 示 す 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
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ま た 以 下 の 実 験 も 行 っ た ：
Ｕ Ｖ 装 置 の ス イ ッ チ を 切 り 、 Ｄ Ｅ Ｓ １ を 添 加 す る こ と な く 、 汚 染 水 （ シ ュ ー ド モ ナ ス ・ ア
エ ル ギ ノ ー ザ の み に よ り 汚 染 ） を 用 い て 実 験 を 行 っ た 。
Ｕ Ｖ 装 置 の ス イ ッ チ を 切 り 、 一 の 実 験 に お い て 汚 染 水 （ シ ュ ー ド モ ナ ス ・ ア エ ル ギ ノ ー ザ
の み ） 中 の 約 ３ ０ ｐ ｐ ｍ お よ び 他 の 実 験 に お い て 約 １ ０ ｐ ｐ ｍ の 過 酢 酸 の 濃 度 に 相 当 す る
量 の Ｄ Ｅ Ｓ １ を 用 い て 実 験 を 行 っ た 。 こ れ ら の 実 験 で は 、 Ｄ Ｅ Ｓ １ の 各 添 加 後 に 装 置 も 汚
染 さ れ た 。
Ｕ Ｖ 装 置 の ス イ ッ チ を 入 れ 、 Ｄ Ｅ Ｓ １ を 添 加 す る こ と な く 、 汚 染 水 （ シ ュ ー ド モ ナ ス ・ ア
エ ル ギ ノ ー ザ の み に よ り 汚 染 ） を 用 い て 実 験 を 行 っ た 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
サ ン プ リ ン グ ：
サ ン プ リ ン グ は 充 分 な 量 の 水 の 採 取 お よ び 不 活 性 化 溶 液 に よ る 活 性 物 質 の 中 和 を 含 み 、 そ
の 後 に 膜 濾 過 な ら び に 希 釈 系 列 の 調 製 お よ び 細 菌 カ ウ ン ト 数 の 決 定 を 行 っ た 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
結 果 ：
試 験 細 菌 シ ュ ー ド モ ナ ス ・ ア エ ル ギ ノ ー ザ （ 最 も 重 要 な 水 媒 介 細 菌 の １ つ で も あ る ） は 生
成 物 Ｄ Ｅ Ｓ １ の 存 在 下 で 装 置 に お い て 顕 著 に 減 少 し た 。 細 菌 減 少 の た め に 必 要 な Ｄ Ｅ Ｓ １
の 濃 度 は 、 Ｕ Ｖ 装 置 の ス イ ッ チ を 入 れ る こ と に よ り 実 質 的 に 減 少 さ せ る こ と が で き る 。 結
果 を 表 に 示 す 。 対 照 的 に 、 Ｕ Ｖ 処 理 の み で は 、 こ の 試 験 細 菌 の 僅 か な 減 少 の み の 効 力 を 有
す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
試 験 細 菌 バ シ ラ ス ・ サ チ ル ス の カ ウ ン ト 数 は 、 Ｕ Ｖ 処 理 に よ り 既 に 顕 著 に 減 少 さ れ る 。 Ｄ
Ｅ Ｓ １ の み で は こ の 場 合 殆 ど 効 力 を 有 し な い が 、 Ｄ Ｅ Ｓ １ の 存 在 下 で の Ｕ Ｖ を 用 い た 実 験
に お け る 細 菌 減 少 は 、 Ｕ Ｖ 処 理 を 用 い た 実 験 お よ び Ｄ Ｅ Ｓ １ を 用 い な い 実 験 の 場 合 よ り も
実 質 的 に 大 き い 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
２ 種 の 試 験 細 菌 を 全 体 と し て 考 察 す る と 、 Ｕ Ｖ 光 と 組 み 合 わ せ た Ｄ Ｅ Ｓ １ の 使 用 は 、 良 好
な 効 力 を 生 じ る 。 そ の よ う な 有 利 な 効 果 は 、 Ｄ Ｅ Ｓ １ ま た は Ｕ Ｖ 照 射 の い ず れ か 一 方 の み
を 用 い て も 達 成 で き な い 。 Ｕ Ｖ 光 と Ｄ Ｅ Ｓ １ と の 組 合 せ が こ の 驚 く べ き 効 力 の 増 大 を 生 じ
さ せ る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。 Ｕ Ｖ 照 射 を 用 い た 追 加 的 処 理 に よ り 、 両 試 験 細 菌 を 完
全 に 破 壊 す る た め に 必 要 な Ｄ Ｅ Ｓ １ の 量 を 実 質 的 に 減 少 さ せ る こ と が 可 能 で あ る こ と が 特
に 指 摘 さ れ る 。 こ の 事 実 は 、 過 酢 酸 の 濃 度 を ５ ０ ｐ ｐ ｍ の 限 界 よ り も 低 く 保 つ こ と を 可 能
と す る の で 特 に 重 要 で あ る ； こ の レ ベ ル を 超 え る と 操 作 者 は 酢 酸 ／ 過 酢 酸 の 臭 気 に 困 惑 す
る こ と が 経 験 的 に 分 か っ て い る 。 こ の こ と は 別 に し て 、 抗 微 生 物 物 質 の 濃 度 を 減 少 さ せ る
可 能 性 は 、 毒 物 学 的 観 点 か ら も 歓 迎 さ れ る 。 し た が っ て 、 本 発 明 に よ る 原 理 を 遵 守 す る 作
用 物 質 、 方 法 お よ び シ ス テ ム は 、 毒 物 学 的 に 臨 界 的 と な り 得 る 物 質 の 残 留 濃 度 を 非 常 に 低
く す る こ と を 確 保 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
【 表 １ 】
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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 1月 28日 (2003.1.28)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】

任 意 的 に 腐 食 防 止 剤 、 緩 衝 剤 成 分 、 錯 化 剤 、 湿 潤 剤 お よ び ／ ま た は 他 の 補 助 物
質 も し く は 活 性 物 質 と 共 に 、 化 学 殺 菌 剤 を 含 有 す る 水 性 溶 液 の 人 工 的 Ｕ Ｖ 照 射 に よ っ て 得
ら れ る

。
【 請 求 項 ２ 】
化 学 殺 菌 剤 が 、 任 意 的 に 他 の 補 助 物 質 も し く は 活 性 物 質 お よ び ／ ま た は 水 と 共 に 、 オ ゾ ン
、 二 酸 化 塩 素 、 次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 、 次 亜 塩 素 酸 、 過 酸 化 水 素 、 有 機 過 酸 ま た は 無 機 過
酸 ま た は そ れ ら の 組 合 せ よ り 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 有 機 過 酸 が 以 下
ａ ） 次 の 一 般 式 Ｉ ：
Ｒ 2 － Ｏ 2 Ｃ － （ Ｃ Ｈ 2 ） x － Ｃ Ｏ 3 Ｈ 　 （ Ｉ ）
［ 式 中 、 Ｒ 2  は 水 素 ま た は １ な い し ４ 炭 素 原 子 数 を 有 す る ア ル キ ル 基 で あ り 、 ｘ は １ な い
し ４ の 数 で あ る 。 ］ の 過 酸 ま た は 過 酸 の 塩 、 お よ び ／ ま た は
ｂ ） 過 カ ル ボ ン 酸 部 分 が １ な い し １ ８ 炭 素 原 子 数 を 有 す る フ タ ル イ ミ ド 過 カ ル ボ ン 酸 （ II
） 、 お よ び ／ ま た は
ｃ ） 次 の 式 III：
Ｒ 1 － Ｃ Ｏ 3 Ｈ 　 （ III）
［ 式 中 、 Ｒ 1  は １ な い し １ ８ 炭 素 原 子 数 を 有 す る ア ル キ ル 基 ま た は ア ル ケ ニ ル 基 で あ る 。
］ の 化 合 物 、
よ り 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 。
【 請 求 項 ４ 】
ａ ） 存 在 す る 一 般 式 Ｉ の 過 酸 が 、 Ｒ 2  が 水 素 ま た は メ チ ル 基 で あ る 過 酸 で あ り 、 お よ び ／
ま た は
ｂ ） 存 在 す る 過 酸 が 、 過 カ ル ボ ン 酸 部 分 が １ な い し ８ 炭 素 原 子 数 を 有 す る フ タ ル イ ミ ド 過
カ ル ボ ン 酸 で あ り 、 お よ び ／ ま た は
ｃ ） 存 在 す る 一 般 式 III の 過 酸 が 、 １ な い し １ ２ 炭 素 原 子 数 を 有 す る ア ル キ ル 基 ま た は ア
ル ケ ニ ル 基 を も っ た 過 酸 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 。
【 請 求 項 ５ 】
存 在 す る 過 酸 が 、 過 酢 酸 、 過 プ ロ ピ オ ン 酸 、 過 オ ク タ ン 酸 、 フ タ ル イ ミ ド 過 ヘ キ サ ン 酸 、
フ タ ル イ ミ ド 過 オ ク タ ン 酸 、 過 コ ハ ク 酸 、 過 コ ハ ク 酸 モ ノ メ チ ル 、 過 グ ル タ ル 酸 、 過 グ ル
タ ル 酸 モ ノ メ チ ル 、 過 ア ジ ピ ン 酸 、 過 ア ジ ピ ン 酸 モ ノ メ チ ル 、 過 コ ハ ク 酸 お よ び 過 コ ハ ク
酸 モ ノ メ チ ル よ り 選 択 さ れ る １ 種 以 上 の 化 合 物 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ４ に 記 載
の 。
【 請 求 項 ６ 】
存 在 す る 過 酸 が 過 酢 酸 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 。
【 請 求 項 ７ 】
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無 菌 水 を 用 い た 濯 ぎ を 行 わ な い で 、 微 生 物 学 的 に 汚 染 さ れ た 表 面 、 特 に 医 療 機 器 を 処 理 す
る た め の 、

作 用 物 質 の 使 用 で あ っ て 、
ａ ） 前 記 表 面 を 上 記 の 第 １ の 作 用 物 質 で 除 染 し 、 次 に
ｂ ） 前 記 表 面 を 、 非 分 解 性 成 分 を 含 ま な い 他 の 作 用 物 質 で 処 理 し 、 こ こ で
ｃ ） 上 記 他 の 作 用 物 質 中 の 殺 菌 剤 の 割 合 が 上 記 第 １ の 作 用 物 質 中 の 殺 菌 剤 の 割 合 よ り も 低
い 、 使 用

使 用

使 用

使 用

使 用

使 用



Ｕ Ｖ 照 射 に よ っ て 処 理 さ れ る 溶 液 が 非 分 解 性 成 分 を 含 ま な い こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １
な い し 請 求 項 ６ の い ず れ か に 記 載 の 。
【 請 求 項 ８ 】
Ｕ Ｖ 照 射 に よ っ て 処 理 さ れ る 溶 液 が 、 全 溶 液 を 基 準 と し て 、 ０ ． ０ ０ ０ １ な い し １ 重 量 ％
の 殺 菌 剤 を 含 有 す る 、 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ７ の い ず れ か に 記 載 の 。
【 請 求 項 ９ 】
Ｕ Ｖ 照 射 に よ っ て 処 理 さ れ る 溶 液 が 、 全 溶 液 を 基 準 と し て 、 ０ ． ０ ０ ０ ２ な い し ０ ． ０ １
重 量 ％ の 殺 菌 剤 を 含 有 、 請 求 項 ８
に 記 載 の 。
【 請 求 項 １ ０ 】

。
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使 用

使 用

し 、 該 溶 液 が 非 分 解 性 成 分 を 含 ま な い こ と を 特 徴 と す る
使 用

上 記 他 の 作 用 物 質 中 の 殺 菌 剤 の 割 合 は 、 Ｕ Ｖ 光 の 追 加 的 使 用 を 行 わ な け れ ば 、 前 記 割 合 が
、 時 間 お よ び 温 度 の よ う な 選 択 さ れ る 処 理 条 件 下 で 病 原 性 細 菌 の あ る 一 定 の 群 、 例 え ば ミ
コ バ ク テ リ ア ま た は 胞 子 を 破 壊 す る の に 不 充 分 で あ る よ う に 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
、 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ９ の い ず れ か に 記 載 の 方 法
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